
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チェック項目  

１ 
フォークリフトの運転は、最大荷重に合った資格を持つ者だけに行わせ

ていますか。 
□ 

２ 
フォークリフト作業について安全教育を実施し、危険性を理解させてい

ますか。 
□ 

３ 
運行経路、作業方法等などを示した作業計画を作成し、関係労働者に周

知していますか。 
□ 

４ 

荷のつり上げ、人の昇降等の用途外使用を禁止していますか。（労働者に

危険を及ぼすおそれのない場合※を除く。） 
※フォークリフトの転倒のおそれがない場合で、パレット等の周囲に十分な高さの手すり若しくはわく等を設け、かつ、 

パレット等をフォークに固定すること又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じた場合をいいます。 

□ 

５ 
フォークリフトの作業場所へ労働者の立入りを禁止していますか。また

は誘導者を配置していますか。 
□ 

６ 
年に１回の特定自主検査、月に１回の月次検査を実施し、その結果記録

を３年間保存していますか。 
□ 

７ 作業日ごとに作業開始前点検を実施していますか。 □ 

８ 運転位置から離れる際はフォークを最低降下位置に置き、エンジンを止

め、ブレーキを確実にかけていますか。 
□ 

 

厚生労働省 千葉労働局 茂原労働基準監督署（0475-22-4551）     (R7.12) 

フォークリフトによる労働災害防止のためのお願い 

令和７年１２月１日現在、茂原労働基準監督署管内におけるフォークリフト災害の発生件数は、過去１０年

間で最多となっています。茂原労働基準監督署による調査の結果では、災害の背景に、立入禁止措置や誘導者

の配置の不徹底や、用途外使用の禁止が守られていない、作業計画が定められていないといった労働安全衛生

法上の問題があるケースが多く認められました。 

このような状況を受け、令和７年度に茂原労働基準監督署が、任意に選定した事業場を対象に法令順守の状

況調査（自主点検）を行ったところ、フォークリフトを使用すると回答があった事業場のうち、以下の割合で

法令に基づく措置が取られていませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働災害は、被災者の生命・生活に深刻な影響を及ぼすだけでなく、企業活動の停滞にもつながります。 

「災害ゼロ」を目指すため、下記のチェック欄を活用し、自社の安全管理体制を今一度ご確認ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.9%

3.7%

27.5%

35.8%

36.7%

用途外使用を禁止していないもの

無資格者に作業を行わせているもの

立入禁止措置等が不十分であるもの

年次、月次検査や作業前点検の実施状況に問題があるもの

作業計画の未作成又は未周知

   

 

令和７年度 フォークリフトに係る自主点検結果（茂原労働基準監督署） 


